
１　制度の概要

【本格実施に向けたスケジュール】

【制度の位置づけ】

２　制度に対する宇治市の考え方

　⑴国が示す要件を踏まえた運営（利用の資格要件、利用時間数、職員配置及び施設基準、補助金）
　⑵事業目的として「保護者レスパイト」よりも「こどもの育ち」を重視した運営
　⑶待機児童を発生させないためにも、通常保育を圧迫しない範囲での実施

　令和７年度より国事業化されるものの、令和８年度からの本格実施に向けた試行的期間にお
いては、以下の考えにより制度に取り組みます。

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施について

　「子ども・子育て支援法等一部を改正する法律（令和６年６月１２日交付）」により、生後
６か月から満３歳未満で保育所などに通っていないこどもを対象に、保護者の就労要件を問わ
ず、時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度（こども誰でも通園制度：児童福祉法では
「乳児等通園支援事業」）が創設されました。この制度は、全てのこどもの育ちを応援し、こ
どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフ
スタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的としており、同じ年頃のこども達が
触れ合い、家庭だけでは得られない様々な経験を通じてこどもの成長に寄与するものです。
　こども誰でも通園制度は、令和８年度からの本格実施に向け段階的に建付けされており、令
和７年度は子ども・子育て支援事業（法律の制度化）と位置付けられます。
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３　乳児等通園支援事業について

４　実施施設について

東宇治地域：５施設　中宇治地域：８施設　西宇治地域：４施設

　令和６年度試行的事業から継続して実施される園に加え、令和７年度より新たに６施設にお
いて事業に取り組まれます。今後、国が示すスケジュールに基づき、本日の宇治市子ども・子
育て会議への意見聴取を経て、事業者の認可手続を行います。実施体制等につきまして、現在
各施設において検討中です。

実施場所 保育所、認定こども園、幼稚園等

利用方法等 事業所との直接契約

利用時間 月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位等で柔軟に利用
利用料

利用対象者 ０歳６か月~満３歳未満で保育所等に通っていないこども
対象者の認定 居住する市町村による認定　※利用者からの申請が必要

こども１人につき１時間３００円程度（事業所が徴収）
定期利用及び自由利用

※利用にあたっては、国予約システムを活用することを基本とする

1 あさひ保育園 東宇治 R6/7
2 みんなのきHana保育園 中宇治 検討中 新規
3 登りこども園 東宇治 検討中 新規
4 みんなのき三室戸こども園 東宇治 R6/7
5 みんなのき黄檗こども園 東宇治 R6/7
6 南浦幼保連携型認定こども園 西宇治 R6/7
7 南浦くすのき幼保連携型認定こども園 中宇治 R6/7
8 いずみこども園 中宇治 R6/7
9 ひいらぎこども園 中宇治 検討中 新規
10 同胞こども園 西宇治 R6/7
11 こひつじこども園 西宇治 R6/7
12 伊勢田こども園 西宇治 R6/7
13 明星っ子こども園 東宇治 R6/7
14 槇島ひいらぎこども園 中宇治 R6/7
15 のぞみこども園 中宇治 検討中 新規

15

16 こざくら幼稚園 中宇治 検討中 新規
17 みのり幼稚園 中宇治 検討中 新規
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保・こ　計

幼稚園　計

No. 施設名 地域編成 備考
開始
時期
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５　令和６年度試行的事業の実施状況（１２月末時点）

（１）申請状況

（２）利用状況
利用時間数

利用者数

年齢別利用者数

（単位：人）

（単位：時間）

（単位：人）

（単位：人）

７月まで ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計
55 15 12 19 14 11 126

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計
273.5 315 294 304.5 201.5 204.5 1,593

うち親子通園 204 213 181 194 113 107.5 1012.5
こども誰でも通園

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計
43 48 46 43 39 43 262

うち親子通園 33 33 33 32 23 27 181
こども誰でも通園

うち親子通園

１歳

11
15

０歳（６か月から）

2
6
２歳

14
22こども誰でも通園
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